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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時00分 開会 

○議長（平野広行君） ただいまより令和４年第２回弥富市議会定例会を開会します。 

 これより会議に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（平野広行君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第88条の規定により、横井克典議員と江崎貴大議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（平野広行君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 第２回弥富市議会定例会の会期を本日から６月24日までの30日間としたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月24日までの30日間と決定しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（平野広行君） 日程第３、諸般の報告をします。 

 市長から、令和３年度一般会計予算の繰越しに関する書類が提出され、その写しを各位の

お手元に配付してありますので、よろしくお願いします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第４ 承認第２号 専決処分の承認について 

○議長（平野広行君） この際、日程第４、承認第２号を議題とします。 

 安藤市長に提案理由の説明を求めます。 

 安藤市長。 

○市長（安藤正明君） おはようございます。 

 令和４年第２回弥富市議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、公私とも極めて御多忙の中を御出席賜りまして、厚くお礼を

申し上げます。 

 本定例会におきまして、まず初めに御提案申し上げ、御審議いただきます議案は、承認１
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件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。 

 承認第２号専決処分の承認につきましては、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種を

迅速に実施するために必要な予算を、令和４年５月10日に地方自治法第179条第１項の規定

に基づき専決処分したので、同条第３項の規定により御報告し、承認を求めるものでありま

す。 

 以上が提案する議案の概要でございますが、議案の詳細につきましては、総務部長から説

明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（平野広行君） 議案の説明を総務部長に求めます。 

 横山総務部長。 

○総務部長（横山和久君） 承認第２号、令和４年度弥富市一般会計補正予算（第２号）につ

きましては、歳入歳出それぞれ736万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を160億8,484万

8,000円とするものであります。 

 歳入予算の内容といたしましては、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助

金736万9,000円であります。 

 歳出予算の主な内容といたしましては、衛生費におきまして、新型コロナウイルス感染症

対策事業の健康管理システム改修委託料137万5,000円、クーポン券作成等委託料505万4,000

円を計上するものでございます。以上でございます。 

○議長（平野広行君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（平野広行君） 質疑のないことを確認しましたので、質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております承認第２号は、会議規則第37条第３項の規定により、委員

会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、承認第２号は委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 討論のないことを確認しましたので、討論を終結します。 

 これより採決に入ります。 

 承認第２号を原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、承認第２号は原案のとおり承認することに決しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第５ 同意第１号 公平委員会委員の選任について 

 日程第６ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第７ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第８ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（平野広行君） この際、日程第５、同意第１号から日程第８、諮問第３号まで、以上

４件を一括議題とします。 

 安藤市長に提案理由の説明を求めます。 

 安藤市長。 

○市長（安藤正明君） 次に提案し、御審議いただきます議案は、同意１件、諮問３件でござ

いまして、その概要につきまして御説明申し上げます。 

 同意第１号公平委員会委員の選任につきましては、百合草信夫氏が令和４年６月30日任期

満了のため、その後任者として百合草信夫氏を引き続き選任したいので、地方公務員法第９

条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 次に、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につきましては、児玉日佐美氏が令和４年９

月30日任期満了のため、その後任者として児玉日佐美氏を引き続き推薦したいので、人権擁

護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 次に、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦につきましては、服部忠昭氏が令和４年９月

30日任期満了のため、その後任者として堀田栄隆氏を推薦したいので、人権擁護委員法第６

条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 次に、諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦につきましては、伊藤功氏が令和４年９月30

日任期満了のため、その後任者として横井貞光氏を推薦したいので、人権擁護委員法第６条

第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（平野広行君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 質疑のないことを確認しましたので、質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております同意第１号から諮問第３号まで、以上４件は、会議規則第

37条第３項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 
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             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第１号から諮問第３号まで、以上４件は委員会への付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 討論のないことを確認しましたので、討論を終結します。 

 これより採決に入ります。採決は個々に行います。 

 同意第１号は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、同意第１号は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、諮問第１号は、原案のとおり適任とすることに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号は原案のとおり適任とすることに決しました。 

 次に、諮問第２号は、原案のとおり適任とすることに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、諮問第２号は原案のとおり適任とすることに決しました。 

 次に、諮問第３号は、原案のとおり適任とすることに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、諮問第３号は原案のとおり適任とすることに決しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第９ 議案第29号 財産の買入れについて 

 日程第10 議案第30号 弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部改正について 

 日程第11 議案第31号 弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正について 

 日程第12 議案第32号 弥富市職員の給与に関する条例及び弥富市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部改正について 
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 日程第13 議案第33号 弥富市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部改正について 

 日程第14 議案第34号 令和４年度弥富市一般会計補正予算（第３号） 

○議長（平野広行君） この際、日程第９、議案第29号から日程第14、議案第34号まで、以上

６件を一括議題とします。 

 安藤市長に提案理由の説明を求めます。 

 安藤市長。 

○市長（安藤正明君） 次に提案し、御審議いただきます議案は、法定議決議案１件、条例関

係議案４件、予算関係議案１件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。 

 議案第29号財産の買入れにつきましては、災害発生時の緊急時避難場所等として買い入れ

るため必要があるものであります。 

 次に、議案第30号弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部改正及び議案第31号弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

改正につきましては、国家公務員の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、条

例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第32号弥富市職員の給与に関する条例及び弥富市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例の一部改正につきましては、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等

の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第33号弥富市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正につきましては、弥富市職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、条例の一部を

改正するものであります。 

 次に、議案第34号令和４年度弥富市一般会計補正予算（第３号）につきましては、子育て

世帯生活支援特別給付金を支給するための関連予算等を計上するものであります。 

 以上が提案する議案の概要でございますが、議案の詳細につきましては総務部長から説明

いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（平野広行君） 議案の説明を総務部長に求めます。 

 横山総務部長。 

○総務部長（横山和久君） 議案第29号財産の買入れについて御説明申し上げます。 

 １．名称、旧愛知県農業総合試験場用地。２．所在地、弥富市前ケ平二丁目49番１。３．

種類、数量及び金額、土地１万4,589.91平方メートル、金額4,201万8,941円。４．買入先、

愛知県。５．契約の方法、随意契約。 

 この財産につきましては、災害発生時の緊急時避難場所等として買い入れるためのもので

ございます。 
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 次に、議案第30号弥富市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部改正につきましては、３枚めくっていただきまして、弥富市議会の議員の議員報酬、費用

弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例のあらましを御覧ください。 

 １．議会の議員の期末手当について、支給割合を100分の162.5に引き下げることとした。 

 ２．議会の議員の令和４年６月に支給する期末手当について、令和３年12月に支給された

期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とすることとした。 

 ３．この条例は、公布の日から施行することとした。 

 次に、議案第31号弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改

正について御説明申し上げます。 

 ３枚めくっていただきまして、弥富市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例のあらましを御覧ください。 

 １．特別職の職員で常勤のものの期末手当について、支給割合を100分の162.5に引き下げ

ることとした。 

 ２．特別職の職員で常勤のものの令和４年６月に支給する期末手当について、令和３年12

月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とすることとした。 

 ３．この条例は、公布の日から施行することとした。 

 次に、議案第32号弥富市職員の給与に関する条例及び弥富市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 ４枚めくっていただきまして、弥富市職員の給与に関する条例及び弥富市一般職の任期付

職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例のあらましを御覧ください。 

 １．期末手当について、次の各号に掲げる一般職の職員の区分ごとに、それぞれ当該各号

に定める支給割合に引き下げることとした。 

 (1)(2)及び(3)に掲げる職員以外の職員、100分の120。 

 (2)特定任期付職員、100分の162.5。 

 (3)再任用職員、100分の67.5。 

 ２．令和４年６月に支給する期末手当について、令和３年12月に支給された期末手当の額

に、次の各号に掲げる一般職の職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて

得た額を減じた額とすることとした。 

 (1)(2)及び(3)に掲げる職員以外の職員、127.5分の15。 

 (2)特定任期付職員、167.5分の10。 

 (3)再任用職員、72.5分の10。 

 ３．この条例は、公布の日から施行することとした。 

 すみません、訂正をお願いします。 
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 １の(3)の再任用職員のところで、100分の67.5のところを167.5と言いました。訂正させ

てください。失礼しました。 

 次に、議案第33号弥富市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正については、３枚めくっていただきまして、弥富市短時間勤務会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例のあらましを御覧ください。 

 １．短時間勤務会計年度任用職員の期末手当について、支給割合を100分の120に引き下げ

ることとした。 

 ２．その他必要な規定の整備を行うこととした。 

 ３．この条例は、公布の日から施行することとした。 

 議案第34号令和４年度弥富市一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳出それ

ぞれ4,435万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を161億2,920万円とするものであります。 

 歳入予算の内容といたしましては、民生費国庫補助金4,218万5,000円、財政調整基金繰入

金216万7,000円を増額計上するものであります。 

 歳出予算の主な内容といたしましては、総務費におきまして、電算事務委託料161万7,000

円、民生費におきまして、子育て世帯生活支援特別給付金4,000万円、土木費におきまして、

訴訟弁護委託料55万円を計上するものであります。以上でございます。 

○議長（平野広行君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方はありませんか。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（平野広行君） 佐藤仁志議員。 

○６番（佐藤仁志君） ６番 佐藤仁志。 

 議案第29号財産の買入れについて質問します。 

 購入金額約4,200万円の算定は、約1,500平方メートルの土地の評価額から老朽化した建物

の撤去費用を引いたものだと聞いております。 

 約１万5,000平方メートル分の土地の本来の評価額は幾らですか。そして、現在の建物の

撤去費用は幾らを想定しているのですか。 

 また、この土地を普通財産として有償で貸し付ける場合の金額の算定方法と金額は幾らで

しょうか。 

○議長（平野広行君） 立石財政課長。 

○財政課長（立石隆信君） お答えします。 

 通常の積算方法での金額でございますけれども、今回、建物の除却分の解体費用について

減額ということはございませんでして、予算要求しております4,200万円が土地の評価額で

はあるんですが、こちらにつきましては貸し付ける先が……。 
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 失礼しました。購入につきましては、こちらは土地の評価の金額の総額でありまして、建

物につきましては、評価はゼロ円ということで評価しております。そういった予算計上でご

ざいます。 

 撤去費用につきましては、今回見込んではおりませんけれども、市の見込みとしまして約

9,000万円が解体工事費として見込んでおります。 

 続きまして、貸付けの費用でございますけれども、現在、まだこれから専門学校と調整し

た後に確定するわけでございますけれども、現在の弥富市の算定といたしましては、年額で

約1,000万円の貸付料金を見込んでおりまして、こちらにつきましては、貸付先が学校法人

でありますので、100分の３を乗じた額で計上しております。通常時の場合ですと、こちら

のほうが乗じるのが100分の５を掛けるもんですから、100分の２につきましては、今回減免

の規定となっております。以上でございます。 

○議長（平野広行君） 佐藤仁志議員。 

○６番（佐藤仁志君） その他聞きたいことはあるんですが、一応最低限質問させていただき

ました。以上です。 

○議長（平野広行君） 他に質疑のある方ありませんか。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（平野広行君） 那須議員。 

○２番（那須英二君） 私も議案第29号、急遽ちょっと質問させていただきます。 

 もう一点の33号も後で質問させていただきますが、まず、先ほど撤去費用が9,000万円か

かるということでしたが、この撤去費用、仮に今の学校法人さんが借り入れるとしまして、

それが出ていく場合、撤去するのは弥富市になるのか、その学校法人さんになるのかどちら

でしょうか。 

○議長（平野広行君） 立石財政課長。 

○財政課長（立石隆信君） 今の契約の予定でございますけど、協議しておりますのは、貸付

先であります専門学校が解体して更地にして返却という契約条項で協議を進めております。 

○議長（平野広行君） 那須議員。 

○２番（那須英二君） そちらは確認取れました。 

 続いて議案第33号ですが、短時間会計年度任用職員の期末手当の引下げということになり

ますけど、この短時間会計年度任用職員の主な構成というのは保育士ということで相違なか

ったでしょうか。 

○議長（平野広行君） 山森人事秘書課長。 

○人事秘書課長（山森隆彦君） お答えいたします。 

 会計年度任用職員につきましては、保育士の数が多いわけでございますけれども、一般事
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務の職員も会計年度任用職員に含まれておりますので、そのような数字になっております。

お願いいたします。 

○議長（平野広行君） 那須議員。 

○２番（那須英二君） 確認取れましたので、とどめさせていただきます。以上です。 

○議長（平野広行君） 他に質疑の方。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（平野広行君） 加藤明由議員。 

○５番（加藤明由君） ５番 加藤明由でございます。 

 議案第29号財産の買入れについてお尋ねします。 

 １万4,589平米で4,200万、これ平米単価幾らになりますか。 

○議長（平野広行君） 立石財政課長。 

○財政課長（立石隆信君） お答えします。 

 2,880円でございます。 

○議長（平野広行君） 加藤明由議員。 

○５番（加藤明由君） ばかに安いと思うんですが、たしか白鳥保育所を買ったときに、平米

２万円ほどで買っておると思うんですが、買うときは、民間から買うときと格差があまりに

も大き過ぎるんですが、解体費は引かれていないという話が出ましたので、となると非常に

これ矛盾が出ると思いますけど、どういう考え方でこの金額が出てくるのかお尋ねします。 

○議長（平野広行君） 立石財政課長。 

○財政課長（立石隆信君） この金額につきましては、愛知県のほうが予算計上する際に鑑定

評価の専門家に評価依頼をいたしまして、そちらによる評価額でございます。 

○議長（平野広行君） 加藤明由議員。 

○５番（加藤明由君） ここで長々やる必要はないと思いますけど、あまりにも至近距離で２

万円とこの格差というのは、非常に市民から見たら不信感があります。 

 それと解体費の9,000万というのは、正式に積算された金額なんですか。 

○議長（平野広行君） 立石財政課長。 

○財政課長（立石隆信君） 正式ではなくて、建物の延べ床面積に約４万円のほうを掛けた概

算工事費でございます。 

○議長（平野広行君） 加藤明由議員。 

○５番（加藤明由君） これらも現実に解体が終わっています市民プールが、たしか4,000万

円ぐらいかかっておりますよね。ちょっと構造が比較的違うんですが、それと歴史民俗資料

館の解体工事が4,000万ほど見られていますよね。それを、規模から見るととてもじゃない

けど１億円以下ではできると思えないんですけど、この辺からも非常に問題が多過ぎると思
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うんですが、回答結構でございます。以上、ちょっと私の申し上げたいことだけ言わせてい

ただきます。ありがとうございます。 

○議長（平野広行君） 他に質疑の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（平野広行君） 質疑のないことを確認しましたので、質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております議案第29号から議案34号まで、以上６件は、会議規則第37

条第３項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありません

か。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

             〔「異議あり」の声あり〕 

             〔発言する者あり〕 

○議長（平野広行君） これは会議規則です。会議規則で決まっておりますので。 

             〔発言する者あり〕 

○議長（平野広行君） 暫時休憩します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時26分 休憩 

             午前10時32分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（平野広行君） ただいま議題となっております議案第29号の取扱いにつきましては、

御異議がありますので、起立により採決をいたします。 

 委員会への付託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（平野広行君） 起立多数であります。 

 よって、議案第29号については委員会の付託を省略することが可決されました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の方はありませんか。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（平野広行君） 佐藤仁志議員。 

○６番（佐藤仁志君） ６番 佐藤仁志。 

 議案第29号財産の買入れについて、反対の立場で討論させていただきます。 

 以前の市の答弁では、年間約1,000万円で貸せば、約4,200万円は５年で元が取れる、さら

に建物の撤去は借りた学校法人が行うといういいことずくめの説明がされています。しかし、

あまりにも都合のよい話を聞いても、その裏づけとなる予定されている学校法人の財務状況



－１４－ 

や事業計画についての説明やその裏づけ、例えば銀行融資の審査などについて明示されてい

ません。 

 弥富市の姿勢はこれに限りませんが、聞かれたこと以外答えない、聞かれたことについて

も積極的に説明責任を果たそうとしない、そもそも事業の目的として様々な方策を比較検討

したのか、本当にこの土地を学校法人に貸すことが弥富市にとってベストな選択なのかどう

か、そして仮に学校法人に貸すとして、様々なリスクを比較検討し、防止対策を打ち、弥富

市あるいは弥富市民に絶対に損害を与えないということが検討できているのかどうか。その

検討がされていれば、それは議会及び市民に対してきちんと書面で開示されるはずです。 

 弥富市はまたしても行政として真っ当な調査検討がされていない、計画が議会にも市民に

も開示されていないために、今回の事業、土地の買入れの妥当性について責任を持った判断

のしようがないという点において、極めて残念ではありますが、判断すべきことが判断でき

ないという意味で反対せざるを得ないということで、残念ですが、反対討論とします。以上

です。 

○議長（平野広行君） 他に討論の方はありませんか。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（平野広行君） 那須議員。 

○２番（那須英二君） 私のほうからは、議案第33号弥富市短時間勤務会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部改正についての反対討論をさせていただきます。 

 まず、先ほど議案質疑にて確認させていただきました。この主な会計年度任用職員の構成

は保育士であること、もともと会計年度任用職員というのは、普通の正規職員と比べて大き

く給与に差が開いています。そうした中で、今後期末手当にまでこうした職員と同じように、

あるいは市長や副市長、議員と同様に引き下げていくということですけれども、やはりこの

会計年度任用職員は引き下げる必要はないんじゃないかというところでございます。 

 そしてまた、弥富市の事情といたしましては、今保育士不足という中で、保育士をより多

く集めたいという気持ちがあるわけですけれども、そういう中でやはりこれを引き下げるべ

きではないというふうに考えますので、今回は反対とさせていただきます。以上です。 

○議長（平野広行君） 他に討論の方ありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 討論のないことを確認しましたので討論を終結します。 

 これより採決に入ります。 

 議案第29号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（平野広行君） 起立多数と認めます。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第30号及び議案第32号まで、以上３件は原案のとおり決することに異議ありま

せんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第30号から議案第32号まで、以上３件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第33号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（平野広行君） 起立多数と認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第34号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第15 議案第35号 弥富市個人情報保護条例の一部改正について 

 日程第16 議案第36号 弥富市税条例等の一部改正について 

 日程第17 議案第37号 弥富市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正

について 

 日程第18 議案第38号 弥富市立保育所条例の一部改正について 

 日程第19 議案第39号 弥富市国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第20 議案第40号 弥富市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について 

 日程第21 議案第41号 弥富市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定

める条例の一部改正について 

 日程第22 議案第42号 弥富市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部改正について 

 日程第23 議案第43号 令和４年度弥富市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第24 議案第44号 令和４年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第45号 令和４年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（平野広行君） この際、日程第15、議案第35号から日程第25、議案第45号まで、以上

11件を一括議題とします。 

 安藤市長に提案理由の説明を求めます。 

 安藤市長。 
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○市長（安藤正明君） 次に提案し、御審議いただきます議案は、条例関係議案８件、予算関

係議案３件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。 

 議案第35号弥富市個人情報保護条例の一部改正につきましては、統計法の一部改正に伴い、

条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第36号弥富市税条例等の一部改正につきましては、地方税法等の一部改正に伴

い、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第37号弥富市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正につき

ましては、弥富市議会委員会条例の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第38号弥富市立保育所条例の一部改正につきましては、弥富市立ひので保育所

を民営化するため、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第39号弥富市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、地方税法施行令

の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第40号弥富市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部改正につきましては、

道路構造令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第41号弥富市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条

例の一部改正につきましては、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定め

る省令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第42号弥富市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正につきましては、地区計画等において、地区整備計画等が定められている区域に前ケ平地

区整備計画区域を追加するため、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第43号令和４年度弥富市一般会計補正予算（第４号）につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した物価高騰による負担軽減支援といた

しまして、小・中学校の給食費を補助するための関連予算等を計上するものであります。 

 次に、議案第44号令和４年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、国民健康保険システムを改修するため、関係費用を計上するものであります。 

 次に、議案第45号令和４年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

介護保険事務処理システムを改修するため、関係費用を計上するものであります。 

 以上が提案する議案の概要でございますが、議案の詳細につきましては関係部長から説明

いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（平野広行君） 議案の説明を関係部長に求めます。 

 なお、補正予算は総務部長に求めます。 

 横山総務部長。 

○総務部長（横山和久君） 議案第35号弥富市個人情報保護条例の一部改正について御説明申
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し上げます。 

 ３枚めくっていただきまして、弥富市個人情報保護条例の一部を改正する条例のあらまし

を御覧ください。 

 １．統計法の一部改正に伴い、規定の整備を行うこととした。 

 ２．この条例は、公布の日から施行することとした。 

 次に、議案第36号弥富市税条例等の一部改正について御説明申し上げます。 

 15枚めくっていただきまして、弥富市税条例等の一部を改正する条例のあらましを御覧く

ださい。 

 １．所得税の住宅ローン控除の適用者（住宅の取得等をして令和４年から令和７年までの

間に居住の用に供した者）について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税

総所得金額等の５％（最高9.75万円）の控除限度額の範囲内で、個人住民税額から控除する

こととした。 

 ２．その他必要な規定の整備を行うこととした。 

 ３．この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、一部については、令和５年

１月１日、令和６年１月１日または同年４月１日から施行することとした。 

 次に、議案第37号弥富市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正につい

て御説明申し上げます。 

 ３枚めくっていただきまして、弥富市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一

部を改正する条例のあらましを御覧ください。 

 １．弥富市議会委員会条例の一部改正に伴い、規定の整備を行うこととした。 

 ２．この条例は、公布の日から施行することとした。以上でございます。 

○議長（平野広行君） 山下健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山下正已君） 続きまして、健康福祉部所管の議案について

御説明申し上げます。 

 議案第38号弥富市立保育所条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 ３枚めくっていただきまして、弥富市立保育所条例の一部を改正する条例のあらましを御

覧ください。 

 １．弥富市立ひので保育所を民営化することに伴い、同保育所を廃止することとした。 

 ２．この条例は、令和７年４月１日から施行することとした。 

 次に、議案第39号弥富市国民健康保険税条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 ３枚めくっていただきまして、弥富市国民健康保険税条例の一部を改正する条例のあらま

しを御覧ください。 

 １．国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を「63万円」から「65万円」に、後期



－１８－ 

高齢者支援金課税額に係る課税限度額を「19万円」から「20万円」にそれぞれ引き上げるこ

ととした。 

 ２．この条例は、公布の日から施行することとした。 

 健康福祉部所管の議案説明は以上でございます。 

○議長（平野広行君） 伊藤建設部長。 

○建設部長（伊藤重行君） 続きまして、建設部所管の議案の説明をさせていただきます。 

 議案第40号弥富市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について御説明いたし

ます。 

 ３枚めくっていただき、条例のあらましを御覧ください。 

 １．道路構造令の一部改正に伴い、市が管理する市道を新設し、または改築する場合にお

ける歩行者利便増進道路に関する基準を定めることとした。 

 ２．その他必要な規定の整備を行うこととした。 

 ３．この条例は、公布の日から施行することとした。 

 続きまして、議案第41号弥富市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定

める条例の一部改正について御説明いたします。 

 ３枚めくっていただき、条例のあらましを御覧ください。 

 １．移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、

規定の整備を行うこととした。 

 この条例は、公布の日から施行することとした。 

 続きまして、議案第42号弥富市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部改正についてを御説明いたします。 

 ３枚めくっていただきまして、条例のあらましを御覧ください。 

 １．地区計画等において地区整備計画等が定められている区域に、前ケ平地区整備計画区

域（以下「対象区域」という。）を追加することとした。 

 ２．対象区域においては、別表第２に定める建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高

限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度に

適合した建築物を建築することができることとした。 

 ３．その他必要な規定の整備を行うこととした。 

 この条例は、公布の日から施行することとした。 

 以上で、建設部所管の議案の説明を終わらせていただきます。 

○議長（平野広行君） 横山総務部長。 

○総務部長（横山和久君） 議案第43号令和４年度弥富市一般会計補正予算（第４号）につき

ましては、歳入歳出それぞれ4,388万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を161億7,308万
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3,000円とするものであります。 

 歳入予算の主な内容といたしましては、総務費国庫補助金2,331万円、農林水産業費県補

助金306万3,000円、財政調整基金繰入金1,120万8,000円を増額計上するものであります。 

 歳出予算の主な内容といたしましては、民生費におきまして、児童福祉総務事務事業の保

育士等処遇改善臨時特例交付金268万9,000円、衛生費におきまして、健康増進事業のアピア

ランスケア支援事業費補助金60万円、農林水産業費におきまして、農業振興事務事業の経営

体育成支援事業補助金300万円、土木費におきまして、狭あい道路奨励金640万円、教育費に

つきまして、臨時学校給食費補助金を小・中学校合わせまして2,331万円を計上するもので

あります。 

 議案第44号令和４年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

国保事務事業の電子計算処理等委託料90万5,000円を計上するものであります。 

 議案第45号令和４年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、介護

保険事務処理システム改修委託料56万1,000円を計上するものであります。以上でございま

す。 

○議長（平野広行君） お諮りします。 

 本案11件は、継続議会で審議したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（平野広行君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案11件は継続議会で審議することに決定しました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了しましたので、本日の会議はこれにて散会

します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時51分 散会 
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